
会 議 録 

 

１ 会 議 名 令和８年度第１回大山崎町文化財保護審議会 

２ 日    時 令和８年５月 27 日（水）14 時～15 時 30 分 

３ 場    所 大山崎町ふるさとセンター３階ホール 

４ 出 席 者 （委  員）３名 

（事務局）９名（教育長、次長、生涯学習課長、歴史資料館長、文化芸術係リー 

ダー、文化芸術係員２名、歴史資料館員２名） 

５ 傍 聴 者 ０名 

６ 概   要 

 

【 議 事 】 

（１） 文化財保存活用地域計画素案について 

→ 事務局から、令和７年度第２回文化財保護審議会、令和８年大山崎町第１回定例会及

びパブリックコメント等を踏まえた変更点を中心に文化財保存活用地域計画素案の最終

案について説明し、各委員から意見を伺ったうえで、同素案により計画認定に向けて手

続きを進めていくことが承認された。 

（２） 諸報告 

◇ 町指定文化財に係る諮問について（補足説明） 

◇ 百々遺跡（IK83 次）発掘調査について 

 → 事務局からそれぞれ補足説明と報告を行い、各委員から意見をいただいた。 

  



【質疑応答・意見】 

（１） 文化財保存活用地域計画素案について 

（委員） パブリックコメントの結果からも、町民は大山崎瓦窯跡について大変関心を持って

おられる。大山崎町の歴史文化の特徴について記述している素案 45 頁の図 3-

1 及び 49 頁３行目の「瓦窯跡」は、「大山崎瓦窯跡」という名称に修正して発信す

べきではないか。 

→ご意見のとおり修正する。 

（委員） 同様に、素案 45 頁「十一面観音立像」等の仏像名称には括弧書きなどで寺院名

称も追加すべきではないか。 

→ご意見にそって、「十一面観音立像（宝積寺）」等と修正する。 

  （委員長） 本審議会として、以上について修正等された大山崎町文化財保存活用地域計

画素案により、事務局において計画認定に向けて手続きを進めていただくこととし

てよいか。 

（委員） 同意する。 

 

（２） 諸報告 

◇ 町指定文化財に係る諮問について（補足説明） 

 （委員） 令和７年度第２回文化財保護審議会において諮問された自玉手祭来酒解神社

釣殿について、補足説明していただいたが、よくわかった。そのうえで、地域で

「絵馬堂」と呼称されているのであれば、指定にあたり、指定の名称を「釣殿」とす

る場合は、地域の方に丁寧な説明が必要と考える。「釣殿」の後ろに括弧書きで

「絵馬堂」とするなど、対応してみるのはどうか。 

 →ご意見を踏まえ、指定名称については検討する。 

◇ 百々遺跡（IK83 次）発掘調査について 

 （委員） 現地見学会の予定はあるのか。 

 →一般住民を対象とした現地説明会に加えて、小中学生を対象とした現地見学

会を予定している。 

（委員） 大変注目される遺跡なので、ぜひ広く公開していってもらいたい。 

      →西国街道沿いのフェンスにはあえて目隠しをせず、遺跡の概要や発掘調査の

進捗などを掲示している。通行人の方がよく覗き込んでおり、町民の方の関心

の高さがうかがえる。 

 


